
広報たけはら

医
療
と
介
護
の

自
己
負
担
を
合
算
し
ま
す

平
成

年

月
、
新
た
に

高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
制
度
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、
医
療
保
険
と
介
護
保
険
に
支

払
っ
た
自
己
負
担
額
を
合
算
し
て
、
年
の
限

度
額
を
超
え
た
と
き
、
超
え
た
分
を
支
給
す

る
制
度
で
す
。

現
在
、
医
療
保
険
や
介
護
保
険
に
支
払
っ

た
自
己
負
担
額
が
高
額
と
な
り
、
月
の
限
度

額
を
超
え
た
と
き
、
超
え
た
分
を

高
額
療

養
費

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

と
し
て
支

給
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
高
額
医
療
・
高

額
介
護
合
算
制
度

は
、
さ
ら
に
そ
の
自
己

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

対
象介

護
保
険
受
給
者
が
い
る
世
帯
で
、
年
間

（
毎
年

月
か
ら
翌
年

月
ま
で
）に
支
払
っ
た

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計

額
が
下
記
の
表
の
金
額
を
超
え
る
世
帯
で
す
。

住
民
基
本
台
帳
上
で
は
同
一
世
帯
で
あ
っ

て
も
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
（
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
、
国
民
健
康
保
険
、
職

場
の
健
康
保
険
）
が
異
な
る
場
合
は
別
々

に
計
算
さ
れ
ま
す
。

申
請
方
法

市
役
所
福
祉
保
健
課
介
護
福
祉
係
に
自
己

負
担
額
証
明
書
の
交
付
申
請
を
し
ま
す
。

自
己
負
担
額
証
明
書

を
添
付
し
て
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
担
当
窓
口
に

支
給
申
請
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ま
た
は
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
申
請
の
対

象
と
な
る
人
に
は
、
お
知
ら
せ
を

月
頃

に
送
付
す
る
予
定
で
す
。
詳
し
く
は
ま
た

広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
、
国
民
健
康
保
険

に
関
す
る
こ
と

市
民
生
活
課
医
療
年
金
係

介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と

福
祉
保
健
課
介
護
福
祉
係

高額医療・高額介護合算制度における世帯の負担限度額（年額）

年間（毎年 月から翌年 月）の医療保険及び介護保険の自己負担額を対象とします。ただし、平成 年度は、平成 年
月から平成 年 月までの か月間の自己負担額が適用される場合があり、その場合は（ ）内の限度額となります。
低所得 で介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
所得区分について詳しくはお問い合わせください。

所得区分
後期高齢者医療制度

介護保険

国民健康保険・職場の健康保険

介護保険（ 歳）

国民健康保険・職場の健康保険

介護保険（ 歳未満の人がいる世帯）

現役並み所得者
（上位所得者） 万円（ 万円） 万円（ 万円） 万円（ 万円）

一 般 万円（ 万円） 万円（ 万円） 万円（ 万円）
低所得 万円（ 万円） 万円（ 万円）

万円（ 万円）
低所得 万円（ 万円） 万円（ 万円）

所得区分
後期高齢者医療制度

介護保険

国民健康保険・職場の健康保険

介護保険（ 歳）

国民健康保険・職場の健康保険

介護保険（ 歳未満の人がいる世帯）

現役並み所得者
（上位所得者）
一 般
低所得
低所得

安心して医療や介護の
サービスを利用するために

高額医療 高額介護合算制度のお知らせ


